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取締役報酬の減額について（一部変更） 

 

 当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による業績への影響、並びに今後想定

される厳しい経営環境を鑑み、本年４月から取締役報酬の減額を行ってまいりましたが、収束の時期

が未だ不透明であること、当面の需要状況を踏まえ引き続き固定費の削減に取り組んでいくことなど

から、下記のとおり、当社の取締役（社外取締役を除く、以下同じ。）および主要子会社の取締役の報

酬について、一部内容を変更し減額を継続することといたしましたのでお知らせいたします。 

５月 26日に公表した内容からの変更は下記の下線部分です。 

 

記 

 

１．減額の内容 

  当社取締役※ 

   取締役社長・社長執行役員              月額報酬の 30％ 

   取締役・常務執行役員                月額報酬の 20％ 

取締役で西武鉄道株式会社社長兼務者         月額報酬の 20％ 

取締役で株式会社プリンスホテル社長兼務者      月額報酬の 25％（現行 20％） 

取締役で株式会社西武プロパティーズ社長兼務者    月額報酬の 20％ 

   上記以外の取締役                  月額報酬の 10％ 

  主要子会社取締役（計８社） 

株式会社プリンスホテル 取締役           月額報酬の 15％（現行 10％） 

上記以外                      月額報酬の 10％ 

    

   ※株式報酬制度の年次インセンティブについては、2020年６月開催の定時株主総会日から 

2021年６月開催の定時株主総会日までの職務執行期間は付与対象期間といたしません。 

 

２．減額対象期間 

2020年 4月から当面の間（上記変更については、2020年 10月から当面の間） 

 

３．その他 

  上記以外の子会社におきましても、経営状況並びに経営環境を踏まえて取締役の報酬の減額等をお

こないます。また、当社、西武鉄道株式会社、株式会社プリンスホテル等の執行役員につきまして

も報酬の減額を 2020年 10月から当面の間おこないます。 

以上 


